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Ⅰ 伊勢原市定員適正化計画の取組結果について

［１］ 伊勢原市定員適正化計画の取組目標と取組実績について

平成１７年３月、総務省から「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな

指針」（集中改革プランの策定）が示され、平成１７年度から平成２１年度までの５年

間で、平成１１年度から平成１６年度までの地方公務員の純減率４．６パーセントを上

回る職員の定員純減が求められました。

この国の指針を踏まえ、厳しい財政状況を勘案した中で、限られた経営資源を効率的

かつ効果的に活用して公共サービスを安定的に提供できる行政執行体制を構築するため

の必要な職員数を適正に管理するため、①組織・機構の再編等、②事務事業の整理・見

直し等、③ＩＣＴ化の推進等、④民間委託・アウトソーシング等、⑤再任用職員等の活

用等、⑥人材育成の推進の６つの手法を柔軟に組み合わせて、平成１７年度を起点とし

た平成２１年度までの５年間において８０人（１０パーセント）の職員を純減すること

を目標とした「伊勢原市定員適正化計画」を平成１８年９月に策定しました。

そして、計画に掲げた目標を達成するため、新規職員の採用を抑制した中で、６つの

手法の活用を基本とした定員管理に取り組んだ結果、純減目標数の８０人を上回る８７

人の減員となり、平成２２年４月１現在の職員数は７１５人となりました。

【年度別職員数純減取組目標・取組実績】 （人）

（注１）教育長は含まない。

（注２）年度別職員数増減員の詳細については、参考資料［表１］のとおり。

［２］ 部門別職員数と職種別職員数の推移について

計画の取組期間内における「部門別職員数」の推移については、普通会計部門（一般
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行政部門及び特別行政部門）、公営企業等会計部門ともに減少している状況となってお

り、普通会計部門では７９人の減員（うち一般行政部門が４４人の減員、特別行政部門

が３５人の減員）、公営企業等会計部門では８人の減員となっています。

また、「職種別職員数」の推移については、行政職Ⅰ（事務職員）、行政職Ⅱ（技能

職員、労務職員及び給食調理員）ともに減少している状況となっており、行政職Ⅰでは

６９人の減員、行政職Ⅱでは１８人の減員となっています。

【部門別職員数の推移】 （人）

（注１）各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

（注２）職員数推移の詳細については、参考資料［表２］のとおり。

【職種別職員数の推移】 （人）

（注１）各職種別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

（注２）職員数推移の詳細については、参考資料［表３］のとおり。

［３］ 定員管理の参考指標を用いた現状分析結果について

（１） 類似団体別職員数との比較による現状分析について

昭和５４年から定員管理の参考指標の一つとして用いられている「類似団体別職員
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数の状況」は、すべての市区町村を人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）の２

つの要素を基準として、いくつかのグループ（市区町村の権能に応じ、一般市は、人

口を５万人ごとに４区分、産業構造は４区分として１６類型に区分）に分け、グルー

プに属する市区町村の職員数と人口をそれぞれ合計して、グループごとに人口１万人

当たりの職員数（加重平均値）を算出し、そのグループを類似団体として職員数の比

較を行うもので、普通会計部門の職員数を対象としています。

なお、「類似団体別職員数の状況」は、中部門又は小部門に職員が配置されていな

い団体について考慮することなく集計して平均値を算出する「単純値」と、中部門又

は小部門に職員を配置している団体のみを対象として算出する「修正値」の２種類で

構成されています。

この「類似団体別職員数」（大部門）との比較結果においては、平成２１年４月１

日現在の普通会計部門職員数は、「単純値」による比較では算出平均値合計を８１人

下回る状況となっており、「修正値」による比較では算出平均値合計を１４０人下回

る状況となっています。

【類似団体別職員数との比較結果】 （人）

（注１）各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

（注２）比較結果の詳細については、参考資料［表４］・［表５］のとおり。

（２） 試算職員数との比較による現状分析について

昭和５８年から平成１６年までの間、定員管理の参考指標の一つとして用いられて

きた「定員モデル」に替わり、平成２０年度から新たに人口、面積及び権能差を説明

要素とし、一部事務組合等の職員数を含めた職員数（一部事務組合等により事務の共

同処理を行っている場合には、構成市区町村自体の職員数がその権能の一部を切り離

した分だけ小さくなることから、一部事務組合等の職員数を反映した職員数を対象と
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することで、各団体の事務処理方式の選択にかかわりなく同一の条件で全体比較が可

能となる。）との多重回帰分析を行うことにより、平均的な職員数を算出する「試算

職員数」による比較が試行されています。

この「試算職員数」との比較の結果においては、一部事務組合等の職員数を含めた

平成２１年４月１日現在の普通会計部門職員数は、試算職員数を６９人超過している

状況となっています。

【試算職員数との比較結果】 （人）

（注１）普通会計各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

（注２）比較結果の詳細については、参考資料［表６］のとおり。
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Ⅱ 基礎自治体を取り巻く状況変化に伴う諸課題について

（１） 定員管理に当たっての留意事項について

国においては、「経済財政改革の基本方針２００９」（平成２１年６月２３日閣議

決定）に基づき、平成２１年７月１日に「平成２２年度以降の定員管理について」の

閣議決定が行われ、国家公務員について、平成２２年度から平成２６年度までに、平

成２１年度末定員の１０パーセント以上の定員合理化を実施するものとされたことに

伴い、総務省から、同日付けで「地方公共団体における定員管理について」（総務省

自治行政局長通知）により、各地方公共団体においても、「集中改革プラン」におけ

る定員管理の数値目標の着実な達成と２０１１年度までの定員純減に引き続き努める

よう要請されています。

（２） 定年年齢の段階的な延長への対応について

平成２１年８月に出された人事院勧告において、国家公務員の高齢期の雇用問題と

して、公務能率を確保しながら６５歳まで職員の能力を十分活用していくためには、

年金支給開始年齢の引上げに合わせて定年年齢を段階的に６５歳まで延長することが

適当であり、その実施に当たっては採用から退職に至るまでの人事管理全体の見直し

のための十分な準備期間を要すること等にかんがみると、平成２３年中には法整備を

図ることが必要であるとされました。

（３） 消防の広域化への対応について

平成１８年の消防組織法の一部改正に伴い消防庁が定めた市町村の消防の広域化に

関する基本指針に基づき、神奈川県は、平成２０年３月に「神奈川県消防広域化推進

計画」を策定し、県内を５つの広域化ブロックに分け、平成２４年度を目途として広

域化を目指すこととしました。広域化後の消防の効果を十分に発揮するためには、一

元的な部隊運用、事務処理等が行われることが重要であり、一部事務組合、広域連合

又は事務委託などの方法により本部機能、指令業務及び職員の身分の一元化が必要と

なることが想定されます。

（４） 地域主権改革への対応について

地域のことは地域に住む住民が決める地域主権を早期に確立する観点から、地域主

権に資する改革に関する施策を検討・実施するとともに、地方分権改革推進委員会の

勧告を踏まえた施策を実施するため、平成２２年６月２２日に「地域主権戦略大綱」

が閣議決定されました。大綱では、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、

5



基礎自治体への権限移譲、ひも付き補助金の一括交付金化、国の出先機関の原則廃止

（抜本的な改革）、そして地方政府基本法（地方自治法の抜本的な見直し。）の制定

などを推進していくとしています。
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Ⅲ 新たな定員管理に関する取組方針について

［１］ 今後の定員管理の取組の基本的な考え方について

「伊勢原市定員適正化計画」により着実な職員の純減に取り組んできた結果、「集中

改革プラン」における定員管理の数値目標は達成するとともに、普通会計部門の職員総

数は「類似団体別職員数」との比較結果において算出平均値を下回ることとなりました

が、２０１１年度までの定員純減を求める国からの要請や依然として大変厳しい財政状

況を踏まえると、引き続き定員管理の適正化に努める必要があります。

こうしたことから、今後の定員管理の取組に当たっては、公務員の定年年齢の延長や

地域主権改革など基礎自治体を取り巻く状況変化に伴う諸課題の動向に留意しつつ、今

後の定年退職者数の推移を勘案し、社会経済情勢の変化に伴う様々な行政需要に適切に

対応するため、引き続き効率的かつ効果的な行政運営に努めた中で、定員純減に取り組

みます。

［２］ 取組期間について

新たな定員管理の取組期間は、平成２２年度を起点とした平成２４年度までの３年間

とします。

［３］ 定員管理の取組に関する当面の方針について

取組期間内においては、１０６人の職員（行政職Ⅰは９０人、行政職Ⅱは１６人）が

定年退職などにより減員となることから、その補充は、将来の行政運営を担う人材の計

画的な確保に配慮しつつ必要最小限とし、次に掲げる定年退職者の補充の取扱いに関す

る基本方針に沿った中で、引き続き定員純減を図っていきます。

（１） 再任用職員と退職者補充の取扱い

定年退職者の知識経験・技術をいかすため、再任用職員については、事務の種類や

特性に応じ、任用する者の人数とその勤務形態を考慮した中で、定年退職者の補充に

充てることとします。

（２） 保育士の退職者不補充の取扱い

保育士については、「伊勢原市公立保育所民営化方針」に基づいた指定管理者制度

の導入に伴い、定年退職者の補充は行わないこととします。
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（３） 消防吏員の退職者補充の取扱い

消防吏員については、消防の広域化の動向に留意しつつ、消防体制の維持・充実を

図るため、定年退職者の補充を行うこととします。

（４） 行政職Ⅱの退職者補充の取扱い

行政職Ⅱに区分される職員については、「技能労務職員等の給与等の見直しに向け

た取組方針」に基づいて取り組むこととします。

【年度別職員純減取組目標】 （人）

（注１）平成２２年４月１日現在職員数取組目標は、同日現在職員数実数。

（注２）平成２２年度の増減員数は、平成２２年１１月１日までにおける中途退職者及び中途採用者を含む。

（注３）行政職Ⅰのうち、平成２４年度減員数は同年度における任期付職員の任期終了者を含むため、参考資料

［表８］取組期間内の年度別職種別職員定年退職予定者数とは一致しない。

（注４）教育長は含まない。

△ 16

1 △ 10 △ 13

△ 14

△ 22

3 △ 6 △ 8

△ 2 △ 4 △ 8

△ 5

0

22 84

増 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ 44

計 45

1

22

△ 106

16

△ 27 △ 35

2

82

△ 90

△ 8

△ 27

増
減
員
区
分

減 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ

計

差引合計
職
種
別

行政職Ⅱ

行政職Ⅰ

行政職Ⅱ

行政職Ⅱ

計

17

1

△ 41

△ 3

△ 22

△ 44

△ 5

615 609 604

693

101 97 89

706716

各年度４月１日
現在職員数純減
取 組 目 標

職
種
別

行政職Ⅰ 612

行政職Ⅱ 103

計 715

平成
２２
年度

平成
２３
年度

平成
２４
年度

年度区分

増減員区分

平成
２５
年度

３年間の
純減取組
合 計

8
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［表１］年度別職員数純減取組目標・取組実績 （人）

（注１）行政職Ⅰ：事務職員（一般事務職、技師、保育士、保健師、栄養士、教育公務員及び消防吏員）。

行政職Ⅱ：技能職員、労務職員及び給食調理員。

（注２）教育長は含まない。

△ 87計 △ 9 △ 13 △ 16 △ 17 △ 32

△ 69

行政職Ⅱ △ 1 △ 3 △ 7 △ 3 △ 4 △ 18

91

差引合計
職
種
別

行政職Ⅰ △ 8 △ 10 △ 9 △ 14 △ 28

12 23 22 17

82

行政職Ⅱ 3 2 1 2 1 9

10 22 20 16

増 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ 14

計 17

△ 39 △ 49 △ 178計 △ 26 △ 25 △ 39

△ 151

行政職Ⅱ △ 4 △ 5 △ 8 △ 5 △ 5 △ 27

715

増

減

員

区

分

減 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ △ 22 △ 20 △ 31 △ 34 △ 44

793 780 764 747

612

行政職Ⅱ 121 120 117 110 107 103

計

673 663 654 640
各年度４月１日
現在職員数純減
取 組 実 績

職
種
別

行政職Ⅰ 681

802

△ 20 △ 29 △ 80計 △ 9 △ 3 △ 19

△ 65

行政職Ⅱ △ 1 △ 3 △ 7 △ 2 △ 2 △ 15

45

差引合計
職
種
別

行政職Ⅰ △ 8 0 △ 12 △ 18 △ 27

8 5 9 10

35

行政職Ⅱ 3 2 1 1 3 10

6 4 8 7

増 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ 10

計 13

△ 29 △ 39 △ 125計 △ 22 △ 11 △ 24

△ 100

行政職Ⅱ △ 4 △ 5 △ 8 △ 3 △ 5 △ 25

722

増

減

員

区

分

減 員 数
職
種
別

行政職Ⅰ △ 18 △ 6 △ 16 △ 26 △ 34

793 790 771 751

616

行政職Ⅱ 121 120 117 110 108 106

計

673 673 661 643
各年度４月１日
現在職員数純減
取 組 目 標

職
種
別

行政職Ⅰ 681

802

平成
２０
年度

平成
２１
年度

平成
２２
年度

５年間の
純減取組
合 計

年度区分

増減員区分

平成
１７
年度

平成
１８
年度

平成
１９
年度



［表２］部門別職員数の推移 （人）

（注）各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

平成
２２
年度

8

平成
１７
年度

平成
１８
年度

平成
１９
年度

平成
２０
年度

５年間の
部 門 別
増減員数
合 計

8 0

年度区分

部門別区分

各年度４月１日現在職員数

平成
２１
年度

普

通

会

計

一

般

行

政

議 会 8 8 8 8

総 務 115 114 118 116 118 108 △ 7

税 務 37 36 35 35 37 32 △ 5

民 生 104 107 108 107 104 105 1

衛 生 86 83 82 80 78 73 △ 13

労 働 1 1 1 1 1 1 0

農 林 水 産 26 25 26 25 25 24 △ 2

商 工 8 8 8 8 8 7 △ 1

土 木 103 105 96 93 91 86 △ 17

一 般 行 政 計 488 487 482 473 470 444 △ 44

特
別
行
政

教 育 140 135

消 防 121 121

特 別 行 政 計 261 256

125 120 116 111

124 122 116 115

242 232 226

△ 29

△ 6

△ 35

普 通 会 計 計 749 743 731 715 702 670 △ 79

249

公
営
企
業
等
会
計

下 水 道 事 業 29 27

国 民 健 康 保 険 事 業 10 11

介 護 保 険 事 業 13 11

25 25 24

11 1011

12 12 10 12

10

△ 7

2

△ 3

22

そ の 他 2 2 2 2 2 2 0

公 営 企 業 等 会 計 計 54 51 50 50 46 46 △ 8

合 計 803 794 781 765 748 716 △ 87



［表３］職種別職員数の推移 （人）

（注）各職種別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

５年間の
職 種 別
増減員数
合 計

平成
１７
年度

平成
１８
年度

平成
１９
年度

平成
２０
年度

平成
２１
年度

平成
２２
年度

765 748 716 △ 87合 計 803 794 781

110 107 103 △ 18

8

計 121 120 117

給 食 調 理 員 50 49 49 47 47 44 △ 6

6 6 6

△ 1

5 5 5 △ 1

△ 4

公 園 整 備 員 6 6 5

6 6 5 5

△ 2

労
務
職
員

環 境 整 備 員 45 46 46 44 42 41 △ 4

3 2 2 2

行

政

職

Ⅱ

技 能 労 務 職 4 3

土 木 整 備 員 6 6

校 務 整 備 員 10 10

655 641 613 △ 69計 682 674 664

120 114 114 △ 3消 防 吏 員 117 117 121

13 13 13 △ 1教 育 公 務 員 14 14 14

8 7 7 △ 1栄 養 士 8 8 8

12 13 13 0保 健 師 13 13 13

35 35 35 △ 2保 育 士 37 37 35

351 △ 52

技 師 90 89 81 79 81 80 △ 10

年度区分

職種別区分

各年度４月１日現在職員数

行

政

職

Ⅰ

事
務
職
員

一 般 事 務 職 403 396 392 388 378



［表４］類似団体別職員数との比較結果（大部門） （人）

（注２）各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

748

平成２１年
４ 月 １ 日
現在職員数

下水道事業 24 ・平成２１年３月３１日現在住民基本台帳人口：９７，６６５人

・類型：市Ⅱ－１（１２３団体）

人口 ５０，０００以上１００，０００人未満
産業構造 Ⅱ次、Ⅲ次９５％未満かつⅢ次５５％以上
人口１万人当たり職員数（普通会計）平均 ８０．１６人

そ の 他 22

公営企業等会計計 46

合 計

△ 11.5 842 △ 140 △ 19.9普通会計計 702 783 △ 81

44.0 136 △ 20 △ 17.2消 防 116 65 51

△ 23.3 117 △ 1 △ 0.9教 育 116 143 △ 27

△ 22.3 589 △ 119 △ 25.3一般行政計 470 575 △ 105

22.0 78 13 14.3土 木 91 71 20

△ 125.0 21 △ 13 △ 162.5商 工 8 18 △ 10

△ 72.0 42 △ 17 △ 68.0農 林 水 産 25 43 △ 18

0.0 2 △ 1 △ 100.0労 働 1 1 0

14.1 58 20 25.6衛 生 78 67 11

△ 49.0 160 △ 56 △ 53.8民 生 104 155 △ 51

△ 29.7 48 △ 11 △ 29.7税 務 37 48 △ 11

△ 38.1 172 △ 54 △ 45.8総 務 118 163 △ 45

Ｅ（Ａ－Ｄ） Ｅ／Ａ×100％

議 会 8 8 0 0.0 8 0 0.0

Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ａ×100％ Ｄ

大部門
区 分

単純値による比較 修正値による比較

単純値×
住基人口
10,000

超過数 超過率
修正値×
住基人口
10,000Ｄ

超過数 超過率

Ａ



［表５］類似団体別職員数との比較結果（中小部門） （人）

（注）各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

平成２２年
４ 月 １ 日
現在職員数

Ｂ

修正値×
住基人口
10,000

Ｃ

超過数

Ａ－Ｃ

大部門 中部門 小部門

平成２１年
４ 月 １ 日
現在職員数

Ａ

議 会 議 会 8 8 8 0

総 務

総務一般

総務一般 38 36 71 △ 33

会計出納 6 7 9

管財 6 6 9

7 6 7

△ 3

△ 3

3 2

0

企画開発 12 12 17 △ 5

行政委員会

13 7

防災 5 4 5 0

住民関連一般 20 18

5 1

戸籍等窓口 13 12 25 △ 12

広報広聴 6 5

5 △ 2

そ の 他 2 0 6 △ 4

住民関連

県（市）民センター等施設

税 務 税 務 37 32 48 △ 11

民 生 民 生

民生一般 10 13 21 △ 11

△ 1

保育所 47 45 82 △ 35

福祉事務所 42 42 43

△ 3

旧地域改善対策 3 3 9 △ 6

各種年金保険関係 2 2 5

衛 生

衛 生 衛生一般 25

清 掃
清掃一般 5

環境保全 4

22 19 6

公 害 2 2 4 △ 2

5 10 △ 5

ごみ収集 42 41 19 23

3 6 △ 2

労 働 労 働 労働一般 1 1 2 △ 1

農林水産
農 業 農業一般 23 22 37 △ 14

林 業 林業一般 2 2 5 △ 3

商 工
商 工

商工一般 4

観 光 3

建 築

4 10 △ 6

中小企業指導 1 0 2 △ 1

△ 2

△ 1
土 木

土 木
土木一般 39

都市計画一般 17

都市公園 16 14

3 9 △ 6

40 35 4

5

下 水 4 3 4

都市計画
15

教育一般
教育一般 21 20 28

教育研究所等 5 6 4

14

文化財保護 4 4 7

16 13 15

公民館 8 7 12

1

用地買収 3 3 5

16

12 11 13

11

0

教 育

△ 7

1

社会教育

社会教育一般 6 6 △ 8

△ 3

△ 4

1

保健体育 保健体育一般 12 12 9 3

その他の社会教育施設

115 136

義務教育
小学校 40 39 19 21

中学校 4 4 9 △ 5

△ 20

普通会計合計 702 670 842 △ 140

消 防 消 防 116



［表６］試算職員数との比較結果 （人）

（注）普通会計各部門別職員数は、地方公共団体定員管理調査（教育長を含む。）による。

教育部門職員数 Ｄ

【定員回帰指標：試算職員数（各団体区分ごとの試算式）】
Ｙ（人）＝ａＸ１（人口）＋ｂＸ２（面積）＋ｃ（一定値）

Ｘ１：当該団体の人口（１，０００人）
Ｘ２：当該団体の面積（㎢）

ａ：人口１，０００人当たりの係数（各人口区分ごと）
ｂ：面積１㎢当たりの係数（各団体区分ごと）
ｃ：一定値（各人口区分ごと）

［権能差も反映（一部事務組合等（普通会計部門）職員数（職員数Ｙに反映））］

【本市の人口、面積、一部事務組合等算入職員数】
・人口（平成２１年３月３１日現在） ９７，６６５人
・面積（平成２０年１０月１日現在） ５５．５２㎢
・一部事務組合等算入職員数

秦野市伊勢原市環境衛生組合（１６．８人）
神奈川県市町村退職手当組合（０．３人）

普通会計
部 門
職 員 数

平成２１年
４ 月 １日
現 在

一定値（区分：市、非合併、人口50,000人～100,000人） Ｊ 80

差引比較 一部事務組合等職員数を含め、試算職員数との比較 Ａ－Ｇ 69

116

一部事務組合等（普通会計部門）職員数 Ｆ 17

試算職員数

普通会計
部 門

試算職員数（一部事務組合等職員数を含む。） Ｇ（Ｈ＋Ｉ＋Ｊ） 650

人口1,000人当たりの係数：5.7人×人口（1,000人） Ｈ 557

面積１平方キロメートル当たりの係数：0.24人×面積（㎢） Ｉ 13

719

普通会計部門職員数 Ｂ（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 702

一般行政部門職員数 Ｃ 470

一部事務組合等職員数を含めた普通会計部門職員数 Ａ（Ｂ＋Ｆ）

116

消防部門職員数 Ｅ



［表７］平成２２年４月１日現在職種別職員年齢構成
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［表８］取組期間内の年度別職種別職員定年退職予定者数 （人）

（注）平成２２年１１月１日現在職員数。教育長は含まない。

5 8 14

合 計

平成
２２
年度

平成
２３
年度

平成
２４
年度

年度区分

職種別区分

各年度定年退職職員数

29 27 30 86

行

政

職

Ⅱ

技 能 職 員

2 2

給 食 調 理 員 0 4 3 7

0 0

公 園 整 備 員 1 0 0 1

0 0

労
務
職
員

環 境 整 備 員 0 1 3 4

土 木 整 備 員 0

0 0

0

校 務 整 備 員 0 0

計 1

10

計 28 22 22 72

消 防 吏 員 4 1 5

0

教 育 公 務 員 0 0 0 0

栄 養 士 0 0 0

8

保 健 師 0 0 0 0

保 育 士 0 5 3

1 3 2

３年間の
退職者数
合 計

6

行

政

職

Ⅰ

事
務
職
員

一 般 事 務 職 23 13 12 48

技 師



［表９］人件費の推移 （千円）

人

人

人

人

人

人

人

人

人

（注１）職員数は各年度４月１日現在職員数。

（注２）職員給与費には給料のほか各手当を含む。

（注３）平成２２年度以後の各年度については決算見込額。

平成２５年度 5,034,585 949,723

5,139,741 950,776706

平成２３年度 5,242,698 950,623 846,535 7,039,856

693 722,136 6,706,444

831,044

716

6,921,561平成２４年度

平成２２年度 5,327,361 942,526715

745,687

774,870

747

7,261,701

7,094,190939,976

878,195 638,642

7,044,757

平成２０年度 5,744,864

平成２１年度 5,408,527

764

平成１９年度 5,901,933 877,780

7,248,789平成１８年度 5,894,612

624,578 7,404,291

783

780

866,845 487,332

7,366,758

項目

年度区分
職員数 職員給与費 共済費 退職手当負担金 合計

平成１７年度 868,151802 6,011,499 487,108


